




－ 3₂ －

　　　　

－ 33 －

　　　　

計
算
書
類

損益計算書

区　　　　　分
　

当事業年度
（平成₂₆年３月１日から　
　平成₂₇年２月₂₈日まで）

（ご参考）
前事業年度

（平成₂₅年３月１日から　
　平成₂₆年２月₂₈日まで）

売 上 高 530,507 　 509,897
売 上 原 価 426,219 � 409,415

売 上 総 利 益 104,288 � 100,482
営 業 収 入 26,566 � 25,594
営 業 総 利 益 130,855 � 126,076
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 104,955 � 101,291

営 業 利 益 25,899 � 24,785
営 業 外 収 益 � 　
受 取 利 息 及 び 配 当 金 266 228 　
仕 入 割 引 307 360 　
債 務 勘 定 整 理 益 92 97 　
そ の 他 448 1,114 511 1,197
営 業 外 費 用 � 　
支 払 利 息 1,628 1,745 　
そ の 他 326 1,955 295 2,041

経 常 利 益 25,058 � 23,941
特 別 利 益 � 　
固 定 資 産 売 却 益 2 1,576 　
投 資 有 価 証 券 売 却 益 － 0
特 別 配 当 金 － 2 717 2,294
特 別 損 失 � 　
固 定 資 産 売 却 損 41 0 　
固 定 資 産 除 却 損 263 278
減 損 損 失 438 743 1,641 1,919

税 引 前 当 期 純 利 益 24,318 � 24,316
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 9,499 8,626 　
法 人 税 等 調 整 額 57 9,556 140 8,767
当 期 純 利 益 14,761 　 15,549

株主資本等変動計算書　（平成26年３月１日から平成27年２月28日まで）
（単位：百万円）（単位：百万円）

株　　　　主　　　　資　　　　本

資 本 金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金 資　　　本
剰余金合計 利益準備金

その他利益剰余金
特別償却
準 備 金

固 定 資 産
圧縮積立金

当期首残高 19,613 22,282 22,282 2,094 108 245
事業年度中の変動額
　剰余金の配当 －
　特別償却準備金の積立 － 12
　特別償却準備金の取崩 － △25
　固定資産圧縮積立金の取崩 － △10
　当期純利益 －
　自己株式の取得 －
　株主資本以外の項目の事業
　年度中の変動額（純額） －

事業年度中の変動額合計 － － － － △13 △10
当期末残高 19,613 22,282 22,282 2,094 94 234

株　　　　主　　　　資　　　　本 評価・換算差額等

純資産合計
利益剰余金

自己株式 株主資本
合　　計

その他有価証券
評価差額金

評価・換算
差額等合計

その他利益剰余金 利益剰余金
合　　計別途積立金 繰越利益

剰 余 金
当期首残高 49,736 20,775 72,960 △16,757 98,098 586 586 98,684
事業年度中の変動額
　剰余金の配当 △3,305 △3,305 △3,305 － △3,305
　特別償却準備金の積立 △12 － － － －
　特別償却準備金の取崩 25 － － － －
　固定資産圧縮積立金の取崩 10 － － － －
　当期純利益 14,761 14,761 14,761 － 14,761
　自己株式の取得 － △2 △2 － △2
　株主資本以外の項目の事業
　年度中の変動額（純額） － － 813 813 813

事業年度中の変動額合計 － 11,479 11,455 △2 11,452 813 813 12,266
当期末残高 49,736 32,255 84,415 △16,760 109,551 1,399 1,399 110,950

※記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しています。 ※記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しています。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
� 平成27年４月６日　
株�式�会�社�イ�ズ�ミ
　�　�取�締�役�会�　�御中
　　　　　　　　　　　　　　　　有�限�責�任　あ�ず�さ�監�査�法�人

　公認会計士　濱　田　芳　弘 ㊞
　公認会計士　谷　　　宏　子 ㊞

　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社イズミの平成26年
３月１日から平成27年２月28日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結
貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監
査を行った。

連結計算書類に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬に
よる重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結
計算書類に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に
公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法
人に連結計算書類に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
　監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための
手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結
計算書類の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目
的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結計
算書類の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者
が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
含め全体としての連結計算書類の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断し
ている。

監査意見
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められ
る企業会計の基準に準拠して、株式会社イズミ及び連結子会社からなる企業集団の当
該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に
表示しているものと認める。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
べき利害関係はない。
� 以　上

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書謄本

監
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書

監査報告書

独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
� 平成27年４月６日　
株�式�会�社�イ�ズ�ミ
　�　�取�締�役�会�　�御中
　　　　　　　　　　　　　　　　有�限�責�任　あ�ず�さ�監�査�法�人

　公認会計士　濱　田　芳　弘 ㊞
　公認会計士　谷　　　宏　子 ㊞

　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社イズミの平
成26年３月１日から平成27年２月28日までの第54期事業年度の計算書類、すなわち、
貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細
書について監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不
正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算
書類及びその附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国
において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基
準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかに
ついて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施する
ことを求めている。
　監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を
入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は
誤謬による計算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて
選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するための
ものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監
査手続を立案するために、計算書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連す
る内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方
法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその
附属明細書の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断し
ている。

監査意見
　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正
妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係
る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと
認める。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
べき利害関係はない。
� 以　上

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

会計監査人の監査報告書謄本
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監  査  報  告  書
　当監査役会は、平成26年３月１日から平成27年２月28日までの第54期事業年度の
取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、
本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
　�　監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及
び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状
況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
　�　各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の
分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の
収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、取締役会その他重要な会議に出席し、
取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説
明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び重要な事業所において業務及び財
産の状況を調査いたしました。また、事業報告に記載されている取締役の職務の執
行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適
正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第1項及び第3項に定
める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている
体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用状
況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。
子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、
必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。以上の方法に基づき、当該事業
年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。
　�　さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているか
を監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を
受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正
に行われることを確保するための体制」を「監査に関する品質管理基準」（平成17年
10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて
説明を求めました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表、
損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連
結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連
結注記表）について検討いたしました。

２．監査の結果
　⑴　事業報告等の監査結果
　　　一�　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正し

く示しているものと認めます。
　　　二�　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する

重大な事実は認められません。
　　　三�　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。

また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務
の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

　⑵　計算書類及びその附属明細書の監査結果
　　�　会計監査人有限責任あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認め

ます。
　⑶　連結計算書類の監査結果
　　�　会計監査人有限責任あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認め

ます。
　　　平成27年４月７日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　株式会社イズミ　監査役会

常勤監査役　川　本　邦　昭 ㊞
社外監査役　松　原　治　郎 ㊞
社外監査役　通　堂　泰　幸 ㊞

監査役会の監査報告書謄本

以　上　

メ　モ



（再生紙を使用しています）

●交通のご案内……広島駅新幹線口より徒歩５分。
●�当日は駐車場のご用意ができませんので、公共交通機関をご利用下さいますよう
　お願い申し上げます。
●会場ご案内図をご参照の上ご来場をお願い申し上げます。

会場　広島市東区二葉の里三丁目３番１号
　　　当社本社 ６階 you�meホール
　　　電話（082）264-3211（代表）

株 主 総 会 会 場 ご 案 内

鶴羽根神社

シェラトン
ホテル広島

JR広島駅

新幹線口
南口

広島電鉄
広島駅

ロータリー
幟町
中学校

　 ホテル
グランヴィア広島

広島鉄道
病院

広島
東照宮

城北通り

二
葉
通り

山陽新幹線山陽本線

37

駅西高架（北）交差点

新幹線口交差点

常盤橋東詰
交差点

イズミ本社ビル 6F
you me ホール

会場のご案内
本年より会場を変更しております。

鶴羽根神社

シェラトン
ホテル広島

JR広島駅

新幹線口
南口

広島電鉄
広島駅

ロータリー幟町
中学校

　 ホテル
グランヴィア広島

広島鉄道
病院

広島
東照宮

城北通り

二葉通り

山陽新幹線山陽本線

37

駅西高架（北）交差点

新幹線口交差点

常盤橋東詰
交差点

イズミ本社ビル 6F
you me ホール

▲入口▲入口

▲入口▲入口

▲入口▲入口

会場のご案内
本年より会場を変更しております。

拡大図


